様式第3号（第7条関係）
令和　　年　　月　　日

公益財団法人しまね産業振興財団
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企業名：　　　　　　　　　　　　　　
代表者：　　　　　　　　　　　　　　
専門家派遣要請書
　ものづくりアドバイザー派遣事業実施要領第７条の規定に基づき下記１から５の書類を添えて専門家の派遣を要請します。また、事業完了後５年間の決算書類提出を確約します。
　なお、当社は当該専門家派遣を受ける者として下記６に定める不適当な者のいずれにも該当せず、また、本要請に係る全ての提出書類について、虚偽の内容が含まれていないことを誓約します。

　この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

記

	派遣コース
	□一般型　　　□事業再構築型　　　□プロジェクト型　　　□企業連携型

	取引状況
	□三菱マヒンドラ農機㈱又はリョーノーファクトリー㈱と直接・間接の取引があり、売上全体の５％（直近決算期または直近３か年の決算期時点の平均）を占めている。
※「事業再構築型」を希望される企業で、上記に該当する場合は☑を入れ、以下の表を記載してください。
決算期
三菱マヒンドラ農機㈱又はリョーノ―ファクトリー㈱との直接・間接的売上
全体売上
売上割合
前期（直近決算期）
円
円
％

2期前
円
円
％
3期前
円
円
％
直近3期平均
円
円
％


	事業テーマ

※いずれか一つに☑
	□経営力の向上　　　□技術力の向上　　　□販路開拓　　　□海外展開

□創業・再チャレンジ　　　□事業承継　　　□脱炭素化
□その他（　　　　　　　）

	派遣希望
時間・回数

※該当する場合に☑
	　 　 時間× 　 　回　　　
一般型　上限:年間24時間,6回以内　標準所要時間：4時間/回
※1　所定要件を満たすことで年間48時間、回数は計12回（1 回当りの標準所要時間は 4時間)まで実施可能な「事業再構築型」、「プロジェクト型」有り

※2　県内の中小製造業企業3社以上により構成される経営革新計画の承認を受けた企業グループは、上記回数とは別に6回（標準所要時間8時間/回）まで実施可能な「企業連携型」有り
	


４．県税・地方法人特別税の納税等の証明書（一般用）※全税目について未納の徴収金がないこと。
	５．その他必要な書類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

６．専門家派遣を受ける者として不適当な者
（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき


